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衆
議
院
議
員
青
山
丘
君
提
出
合
併
処
理
浄
化
槽
の
普
及
促
進
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

  



 

一 

衆
議
院
議
員
青
山
丘
君
提
出
合
併
処
理
浄
化
槽
の
普
及
促
進
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

合
併
処
理
浄
化
槽
の
特
徴
は
、
戸
別
に
設
置
さ
れ
る
個
別
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
、
し
尿
と
生
活
雑
排
水
を
併
せ
て

処
理
す
る
生
活
排
水
処
理
施
設
で
あ
る
こ
と
、
し
尿
の
み
を
処
理
し
、
生
活
雑
排
水
は
未
処
理
の
ま
ま
放
流
す
る
単
独
処
理

浄
化
槽
よ
り
も
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
を
図
る
上
で
優
れ
て
い
る
こ
と
等
で
あ
る
。 

生
活
排
水
処
理
施
設
に
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
ほ
か
に
集
合
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
施
設
等

が
あ
る
が
、
生
活
排
水
処
理
施
設
の
整
備
率
が
い
ま
だ
に
低
い
市
町
村
に
お
い
て
は
、
今
後
そ
の
整
備
を
推
進
し
て
い
く
必

要
性
が
高
く
、
特
に
人
口
が
散
在
し
て
い
る
地
域
で
は
、
個
別
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
合
併
処
理
浄
化
槽
の
普
及
が
重
要
で

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

合
併
処
理
浄
化
槽
及
び
下
水
道
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
応
じ
、
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
並
び
に
生
活
環
境
の
改
善
及

び
保
全
を
図
る
た
め
の
施
設
で
あ
る
。
ま
た
、
合
併
処
理
浄
化
槽
は
、
適
切
な
設
置
及
び
維
持
管
理
が
な
さ
れ
れ
ば
相
応
の

期
間
使
用
が
可
能
で
あ
る
。 



 

二 

三
に
つ
い
て 

合
併
処
理
浄
化
槽
に
つ
い
て
は
、
第
八
次
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
計
画
（
平
成
八
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
）
の
中

で
六
百
九
十
四
万
人
分
の
整
備
を
予
定
し
て
い
る
。 

平
成
十
年
度
末
に
設
置
さ
れ
て
い
る
浄
化
槽
は
約
八
百
四
十
一
万
基
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
約
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
約
百
十

四
万
基
が
合
併
処
理
浄
化
槽
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
十
年
度
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
浄
化
槽
は
約
三
十
一
万
基
で
あ
り
、
そ

の
う
ち
約
半
数
の
約
十
五
万
基
が
合
併
処
理
浄
化
槽
で
あ
る
。
平
成
十
一
年
の
四
月
か
ら
十
二
月
ま
で
に
新
た
に
設
置
さ
れ

た
浄
化
槽
の
う
ち
合
併
処
理
浄
化
槽
の
占
め
る
割
合
は
約
六
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
割
合
は
年
々
高
ま
っ

て
き
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

合
併
処
理
浄
化
槽
に
よ
る
生
活
排
水
処
理
を
推
進
す
る
た
め
、
昭
和
六
十
二
年
度
に
、
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
す
る
者

に
対
し
て
市
町
村
が
補
助
す
る
事
業
に
対
す
る
国
庫
補
助
事
業
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
平
成
六
年
度
に
は
、
市
町
村
自
ら

が
設
置
主
体
と
な
っ
て
戸
別
の
合
併
処
理
浄
化
槽
を
整
備
す
る
事
業
に
対
す
る
国
庫
補
助
制
度
を
創
設
し
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
こ
れ
ら
に
係
る
平
成
十
一
年
度
第
二
次
補
正
後
の
予
算
額
は
、
約
二
百
五
億
円
で
あ
る
。 



 

三 

ま
た
、
合
併
処
理
浄
化
槽
、
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
施
設
等
の
各
施
設
の
特
徴
を
い
か
し
て
生
活
排
水
処
理
施
設
の
効

率
的
な
整
備
を
進
め
る
た
め
、
厚
生
省
、
建
設
省
及
び
農
林
水
産
省
の
連
携
に
よ
り
、
毎
年
度
末
の
生
活
排
水
処
理
施
設
の

整
備
状
況
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
に
よ
る
汚
水
処
理
施
設
の
総
合
的
な
整
備
に
関
す
る
「
都
道
府
県
構
想
」
の

作
成
を
支
援
し
、
各
施
設
の
特
徴
を
い
か
し
て
効
率
的
か
つ
計
画
的
な
生
活
排
水
処
理
施
設
の
整
備
を
図
る
市
町
村
に
対
す

る
補
助
金
の
優
先
交
付
等
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

今
後
と
も
、
地
方
公
共
団
体
の
協
力
を
得
て
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
役
割
や
そ
の
設
置
に
対
す
る
補
助
事
業
に
つ
い
て
周

知
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
と
の
緊
密
な
連
携
の
下
に
、
地
域
の
実
情
に
適
し
た
生
活
排
水
処
理
施
設
の
整
備
を
行
う
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
厚
生
省
、
建
設
省
及
び
農
林
水
産
省
が
連
携
を
図
り
つ
つ
、
各
施
設
問
の
設
置
費
用
、
維
持

管
理
費
用
等
の
比
較
が
可
能
と
な
る
資
料
を
整
備
す
る
等
の
方
策
を
講
じ
て
ま
い
り
た
い
。 

六
に
つ
い
て 

生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
の
観
点
か
ら
、
新
設
の
浄
化
槽
は
原
則
と
し
て
合
併
処
理
浄
化
槽
に
限
る
と
と 



 

四 

も
に
、
既
設
の
単
独
処
理
浄
化
槽
に
つ
い
て
は
他
の
生
活
排
水
処
理
施
設
に
よ
っ
て
生
活
雑
排
水
が
処
理
さ
れ
る
場
合
を
除

き
合
併
処
理
浄
化
槽
に
置
き
換
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

七
に
つ
い
て 

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
は
、
屎し

尿
浄
化
槽
を
設

け
る
区
域
及
び
処
理
対
象
人
員
の
区
分
に
応
じ
、
屎
尿
浄
化
槽
か
ら
の
放
流
水
の
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
の
上
限
値
と
し

て
、
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
百
二
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
か
ら
三
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
ま
で
の
数
値
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

こ
の
値
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
に
定
め
る
建
築
物
の
構
造
に
関
す
る
最
低
の
基
準
と
し

て
、
汚
物
を
衛
生
上
支
障
が
な
い
よ
う
に
処
理
す
る
た
め
に
屎
尿
浄
化
槽
が
有
す
る
べ
き
性
能
を
示
す
値
と
し
て
は
、
適
切

な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

な
お
、
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
用
水
域
に
放
流
水
を
排
出
す
る
屎
尿
浄
化
槽
に
関
し
て
更
に
厳
し
い
排
水
基
準
が
定
め

ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
第
三
十
二
条
第
三
項
に
基
づ
き
、
当
該
屎
尿
浄
化
槽
に
は
当
該
排
水
基
準
に

適
合
す
る
よ
う
建
設
大
臣
が
別
に
定
め
る
構
造
基
準
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。 



 

五 

八
に
つ
い
て 

今
後
と
も
、
各
市
町
村
か
ら
の
要
望
を
踏
ま
え
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
に
関
す
る
補
助
事
業
に
つ
い
て
所
要
の
予
算

を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
既
設
の
単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
置
換
え
に
対
す
る
支
援
に
も
取
り
組
ん
で

ま
い
り
た
い
。 

九
に
つ
い
て 

政
府
と
し
て
は
、
生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
の
た
め
、
市
町
村
が
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
す
る
者
に
補

助
す
る
事
業
及
び
市
町
村
自
ら
が
設
置
主
体
と
な
っ
て
戸
別
の
合
併
処
理
浄
化
槽
を
整
備
す
る
事
業
に
対
し
て
補
助
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
市
町
村
の
要
望
に
で
き
る
限
り
こ
た
え
ら
れ
る
よ
う
、
所
要
の
予
算
を
確
保
し
て
ま
い
り
た

い
。 

十
に
つ
い
て 

戸
別
の
合
併
処
理
浄
化
槽
に
よ
る
生
活
排
水
中
の
窒
素
の
除
去
は
実
用
化
さ
れ
て
い
る
が
、
燐り

ん

の
除
去
に
つ
い
て
は
実
用

化
に
向
け
た
技
術
的
課
題
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
者
に
重
点
を
置
い
た
技
術
開
発
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。 
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